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公
文
書
管
理
法
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
「
本
法
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
諸
活
動
や
歴
史
的
事
実

の
記
録
で
あ
る
公
文
書
等
が
、
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
て
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が

主
体
的
に
利
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
認
め
、
「
行
政
文
書
等
の
適
正
な
管
理
、
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び

利
用
等
を
図
り
、
も
っ
て
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
有

す
る
そ
の
諸
活
動
を
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
示
し
て
い

る
。他

方
、
本
法
の
附
則
第
十
三
条
で
は
「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を

勘
案
し
つ
つ
、
行
政
文
書
及
び
法
人
文
書
の
範
囲
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
十
分
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
法
の
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
、
現
時
点
で
の
検
討
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
政
府
の
取
り
組

一



み
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

今
後
、
「
必
要
な
措
置
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
か
か
る
「
必
要
な
措
置
」
を

進
め
る
た
め
の
今
後
の
検
討
日
程
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


